
 

 

 

 
学校ではたくさんの人が生活をしています。みんなが気持ちよく充実した生活を送るためには、相

応の「ルール」が必要です。次の内容や生徒手帳の「きまり」「心がまえ」もあわせてよく確認して、

安全で規則正しい生活をおくりましょう。 

 

１ 登校 
・登校時の服装は原則として制服を着用する。 

・安全な道を選んで登校する（近道でも建物の敷地内や危険な道は利用しない）。 

・7:45 以前には登校しない。朝練習や朝学習をする場合は 7:20 から登校し、7:30 開始。 

・登校は 8:25。8:25 のチャイムが鳴り始めた時点で着席していない場合は遅刻となる。 

・欠席や遅刻の場合は必ず連絡する（原則、保護者が欠席連絡フォームで連絡をする。緊急の場合は保護者の

電話連絡も可）。 

・遅刻して登校した時は、直接職員室に寄り、担任の先生か学年の先生に報告をする。 

 

２ 朝読書・朝の会 
・登校後は荷物を整理し、カバンをロッカーの中に入れる。 

・8:25～8:35 は全校一斉の『朝読書』。各自読みたい本を読む。教科書、漫画、雑誌 

類や学習参考書は不可。図書委員は朝読書の呼びかけをし、静かに読書をさせる。 

・8:35～8:4２は『朝の会』。その日の予定等の連絡などをしっかりと聞くこと。 

 

３ 朝会（学校朝会、生徒朝会、表彰朝会）※原則火曜日 
・朝会は 8:25 から開始。8:20 には整列完了をめざす。 

・登校後、ロッカーの中にカバンを置き、各クラス並んで、体育館に入場する。 

 ※オンラインによる朝会を各教室で実施する場合もある。 

・服装は制服。教室に保管してある名札をつける。 

・体育館に入場する際、1 年生は東階段下の非常口から入場する。 

・入場後は静かに速やかに整列をし、学級委員の指示で座る。 

（１年生はステージ前男女各 2 列。2，3 年生はその後男女各 1 列）。 

・服装は制服。教室に保管してある名札をつける。 

・学級委員は出席を確認し、担任の先生に報告する。保健委員は健康観察を実施する。 

・退場する際は、学年の先生の指示に従い、学級委員の号令で退場する。 

 

４ 授業 
・授業終了後、次の授業の道具を準備してから休み時間にする。 

・教科係は、授業終了後に次の授業の準備等を聞き、前日にクラスへ連絡する。 

・授業開始時刻の２分前に席に着き、落ち着いて授業開始を迎えられるようにする。 

・次の授業が移動教室の場合は、休み時間中に移動する。 

・移動教室の場合は、消灯し、エアコン・扇風機が停止していることを確認する。 

・始めと終わりの号令（起立、気をつけ、礼、着席）をしっかりとする。 

・イスの音がうるさくならないよう、静かに丁寧にイスを出し入れする。 

 
５ 休み時間 
・教室、廊下等で走ったり大声を出したり、天井やエアコンのパイプを触るなど、危険な遊びをしない。 

・ベランダには出ない。 

・他の教室には出入りしない。また、移動教室以外は他学年の階には行かない。 

・昼休みは 13:40～14:00 の 20 分間。校庭を使用してもよいが、予鈴が鳴ったらすぐにもどる。体育館は

使用しない。 

 



６ 給食 
・手洗いなどを済ませ、12:50 以降は教室から出ない。 

・13:10 から給食当番の片付け可。13:15 までは、当番以外の生徒は教室から出ない。 

 

７ 清掃 
・清掃時の服装はジャージまたは体育着。制服で行うことはしない。 

 ※ただし、夏服の期間はポロシャツで清掃を行ってもよい。 

・13:20～13:４０までは清掃に取り組み、清掃場所を離れない。 

・ベランダの清掃を行う際は必ず教員が立ち会う。 

 

８ 下校 
・部活動や学級活動などの下校時刻は以下の通り。下校時刻を必ず守る。 

【時  期】 【最終活動時刻】 ＜完全下校時刻＞ 

４月１６日 ～ １学期終業式 ６：００ ＜６：１５＞ 

８月２５日 ～ 新人戦市予選中 ５：３０ ＜５：４５＞ 

新人戦市予選後 ～ １０月１５日 ５：００ ＜５：１５＞ 

1０月１６日 ～ １１月１５日 ４：３０ ＜４：４５＞ 

1１月１６日 ～ １月１５日 ４：２５ ＜４：４０＞ 

１月１６日 ～ ２月１５日 ４：４５ ＜５：００＞ 

2 月 16 日 ～ ３月１５日 ５：１５ ＜５：３０＞ 

３月１６日 ～ ４月１５日 ５：３０ ＜５：４５＞ 

・1 年生は５月末まで、部活終了 5：30 で最終下校５：５０。朝練習には参加しない。 

 

９ 定期テスト（年間５回） 
・怪しい行動は全て不正行為となり、該当の教科を０点とする。 

 

10 服装等について 
〇 定められた制服を正しく着用する。制服は、冬服を１１月〜４月、夏服を７月～８月に着用する。５月、

6 月と 9 月、１０月は衣替え期間とし、気候や体調にあわせて、冬服・夏服のどちらを着用してもよい。 

※ただし、季節はずれの高温や低温の場合はこの限りではない。 

〇 登下校では原則として制服を着用する。 

 ・午前の授業で体育着、ジャージへの着替えが必要な場合はその授業の前の休み時間で着替えを行う。 

 ・1 時間目の授業で体育着、ジャージへの着替えが必要な場合は朝の会の服装が体育着、ジャージでもよい。 

 ・午前の授業で体育着、ジャージへの着替えが必要でない場合は清掃の時間の前に着替える。 

 ・清掃は体育着、ジャージで行い、昼休み以降は制服に着替えなくてもよい。 

 ・放課後の部活動などの活動がある場合、下校は制服でなくてもよい。 

 ・放課後の活動がない場合、帰りの会の前に制服に着替える。 

〇 制服には、教室で保管している名札をつける。登校後つけ、下校前に外して戻す。 

〇 定期テストは制服で受ける。 

〇 再登校の場合は制服を着用し、登下校のルールを守り安全に気をつけること。 

〇 制服の中にはジャージを着用しない。 

【3 年生の制服】 

・学生服の中は白色のワイシャツを着用する。ワイシャツの第一ボタンは開けてもよい。 

・学生服は第一ボタンまですべて閉める。 

・スカートの丈は膝頭が隠れる長さとする。 

 

 

 



【１・２年生の制服】 

①冬服 

・ブレザーの中は白色のワイシャツを着用し、ネクタイ又はリボンを着用する。 

・制服には襟章（尾錠）を着用する。 

・制服の中にはジャージを着用しない。 

・スカートの丈は膝頭が隠れる長さとする。 

②夏服 

・本校指定のポロシャツ、又は白のワイシャツを着用する。ワイシャツを着用する場合は指定のサマーニッ

トを着用すること。 

・スラックス、スカートのいずれかを着用する。 

※ポロシャツを着用する場合は体育着のハーフパンツを履いてもよい。 

【全学年共通】 

①ベルト 

黒、紺、茶色。制服に合う柄や飾りのないフォーマルなもの。 

②靴下 

白・黒・紺・グレーを基調とする。ワンポイントやラインが入っているものは可。 

③タイツ 

黒、紺のタイツを着用してもよい。足首までの長さのものを着用するときは、足首周りが出ないように同

色の靴下を着用する。 

④インナー 

防寒のために着用するアンダーシャツの色は黒、白、紺、グレーとし、袖や首から見えないように着用す

る。（ハイネックは部活動時のみ可） 

⑤セーター 

黒、紺、白、グレーの単色とし、V ネックのものを制服・ジャージの中に着る。カーディガンは不可。 

⑥コート 

ピーコート、ダッフルコート、ダウンジャケット、ウィンドブレーカーとし、色は黒、紺、グレーの単色

基調のものとする。部活動でそろえたウィンドブレーカーは、着用してよい。 

⑦マフラー、ネックウォーマー 

長くならないように着用し、ネックウォーマーは首の部分だけを覆うものを着用する。 

⑧その他 

・夏季の帽子（キャップ型）や冬季の手袋は、登下校時に各自の判断で着用してよい。校舎内では着用しな

いこと。また、耳当ては着用しない。 

・授業中は特別の許可がない場合以外、防寒着を着ない。 

・部活でユニホームや練習着に着替えるのは、帰りの会終了後とする。 

・靴は単色基調のスポーツシューズを履く。華美なものは履かない。バスケットシュ ーズや布製のデッキ

シューズは不可。場面や服装に応じた靴を着用する。 

・感染症が流行しているときはマスクを着用する。 

※制服を着られない場合は担任と相談のうえこの規則に従わない。 

 

11 頭髪等について  
・学習や生活の妨げとなる髪型にはしない。肩にかかるような長いものは、ゴムで結ぶ。 

・ピン、ゴムは黒、紺、茶色とし、大きなピンや髪飾り的なものはつけない。 

・整髪料は用いず、髪を染めたり脱色することやパーマをかけることはしない。 

・眉毛等に手を加えたり、化粧品等を使用しないこと。ピアスやアクセサリーも禁止。 

 

 
 
 
 



12 自転車通学について 
・日常の自転車通学に関しては、指定された区域の生徒、その他怪我等の特別な事情により許可された生徒

のみ許可。また、上記の自転車通学に該当する生徒以外も、週末や長期休業等の部活動等参加時は、顧問

や担当教員の許可で自転車利用が認められる。 

・自転車通学、週末や長期休業等に利用する自転車は、学校で実施する自転車点検で安全が確認されたもの

に限る。許可車には「鑑札シール」を貼る。 

・自転車点検の基準違反や二人乗り等の違反があった場合には、回数や程度に応じて自転車使用禁止等の

措置を行う。 

 

13 その他 
・学校には貴重品や学校生活に直接必要のない物は持ってこない。高価な物や場合に応じて、保護者の方に

来校していただき、保護者の方へ返却する。 

（学校生活に必要のないものの例…スマホ、タブレット、ゲーム、カード、音楽機器、漫画、雑誌、菓

子、アクセサリー、腕時計、財布など） 

・登下校中に飲食することや、店に寄って買いものをすることは禁止。 

・制汗剤については、『無香料のシートタイプ』を、『トイレ』でのみ使用してもよい。 

＜水筒について＞ 
・水筒は必要に応じて持ってきてもよい。 

・飲んでよい時間は、休み時間と放課後の部活の時間帯。 

・飲む場所は、休み時間は自分の教室で、部活の時間帯は活動している場所。 

・中身は水、茶類、スポーツドリンク。 

・ペットボトルは、平日禁止。土日や休日の部活動のときは可。ゴミは必ず自分で家まで 

持ち帰る。 


